
令和４年度第１回江別市個人情報保護審査会 

 

日 時：令和４年７月１９日（火） 

江別市情報公開審査会終了後 

場 所：江別市民会館２１号室 

 

１ 開   会 

 

２ 議   事 

（１）報告事項  

ア 令和３年度個人情報保護制度の実施状況について 

イ 個人情報保護条例の一部改正について 

（２）個人情報の保護に関する法律の改正に伴う個人情報保護制度等の見直しについて

（諮問） 

（３）その他               

 

 

３ 閉   会 

 

 



資料１

（１）情報公開制度

実施機関 決定区分 令和３年度 令和２年度 前年度比（件）

全部公開 4 5 ▲1

一部公開 12 6 6

非公開 0 1 ▲1

不存在 6 1 5

計 22 13 9

全部公開 0 0 0

一部公開 2 0 2

不存在 1 0 1

計 3 0 3

全部公開 2 2 0

一部公開 0 0 0

不存在 0 0 0

計 2 2 0

全部公開 4 0 4

一部公開 0 0 0

不存在 0 0 0

計 4 0 4

合計 31 15 16

（２）個人情報保護制度

実施機関 決定区分 令和３年度 令和２年度 前年度比（件）

全部開示 4 5 ▲1

一部開示 0 2 ▲2

不存在 1 1 0

計 5 8 ▲3

全部開示 2 3 ▲1

一部開示 0 0 0

不存在 0 0 0

計 2 3 ▲1

合計 7 11 ▲4

水道事業管理者

消防長

決定件数

市長

消防長

令和３年度情報公開制度実施状況及び個人情報保護制度運用状況集計表

決定件数

市長

教育委員会
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資料２

情報公開及び個人情報開示請求件数の推移
 （単位：件）    

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３

情報公開 24 32 20 19 11 16 23 25 13 28

個人情報開示 22 19 11 9 16 10 11 5 10 6
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Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３

請
求
件
数

年度

情報公開

個人情報開示
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資料３

№ 請求内容 実施機関 決定区分 理由等

1
令和３年４月３０日５時１１分の１１
９番通報の音声

消防長 全部開示

全部開示

不存在

令和２年１０月は受診
歴なし
令和３年６月及び７月
は診療報酬データが請
求時未着のため

3
独立行政法人国立病院機構北海道がん
センターの診療報酬明細書（令和３年
３月分）

市長 全部開示

4
ＰＡＤＯＭＡ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｃｌｉ
ｎｉｃの診療報酬明細書（令和３年６
月分）

市長 全部開示

5
平成２８年９月～平成３０年４月まで
の診療報酬明細書（そのまち歯科及び
新さっぽろ循環器病院分除く）

市長 全部開示

6 救急出動報告書 消防長 全部開示

令和３年度個人情報保護制度の運用状況

2
ＰＡＤＯＭＡ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｃｌｉ
ｎｉｃの診療報酬明細書（令和２年９
月～令和３年７月分）

市長

3
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新
旧
対
照
表
 

○
江
別
市
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
１
４
年
条
例
第
８
号
）
 

（
総
務
部
総
務
課
）
 

 

 

改
正
前
 

改
正
後
 

（
訂
正
等
の
請
求
に
対
す
る
決
定
及
び
通
知
）
 

（
訂
正
等
の
請
求
に
対
す
る
決
定
及
び
通
知
）
 

第
2
4
条
 
略
 

２
 
略
 

３
 
実

施
機

関
は

、
情

報
提
供

等
記

録
の

訂
正

を
し

た
場
合

に
お

い
て

、
必

要
が

あ
る
と

認
め

る
と
き

は
、

総
務

大
臣

 
 
及

び
番

号
法

第
１

９
条

第
７
号

に
規

定
す

る
情

報
照

会
者
若

し

く
は
情

報
提

供
者

又
は

同
条
第

８
号

に
規

定
す

る
条

例
事
務

関
係

情
報

照
会

者
若

し
く
は

条

例
事
務

関
係

情
報

提
供

者
（
当

該
訂

正
に

係
る

番
号

法
第
２

３
条

第
１

項
及

び
第

２
項
に

規

定
す
る

記
録

に
記

録
さ

れ
た
者

で
あ

っ
て

、
当

該
実

施
機
関

以
外

の
も

の
に

限
る

。
）
に

対

し
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

４
 
略
 

第
2
4
条
 
略
 

２
 
略
 

３
 
実
施
機
関
は
、
情
報
提
供
等
記
録
の
訂
正
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び
番
号
法
第
１
９
条
第
８
号
に
規
定
す
る
情
報
照
会
者
若
し
く
は

情
報
提
供
者
又
は
同
条
第
９
号
に
規
定
す
る
条
例
事
務
関
係
情
報
照
会
者
若
し
く
は
条
例
事
務

関
係
情
報
提
供
者
（
当
該
訂
正
に
係
る
番
号
法
第
２
３
条
第
１
項
及
び
第
２
項
に
規
定
す
る
記

録
に
記
録
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
実
施
機
関
以
外
の
も
の
に
限
る
。
）
に
対
し
、
遅
滞
な

く
、
そ
の
旨
を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

４
 
略
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/
2
 

新
旧
対
照
表
 

○
江
別
市
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
1
4年

条
例
第
８
号
）
 

（
総
務
部
総
務
課
総
務
係
）
 

（
第
３
条
の
改
正
）
 

改
正
前
 

改
正
後
 

（
定
義
）
 

（
定
義
）
 

第
２
条

 
こ

の
条

例
に

お
い
て

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
用
語

の
意

義
は

、
当

該
各

号
に
定

め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

第
２
条

 
こ

の
条

例
に
お

い
て

、
次

の
各

号
に

掲
げ
る

用
語

の
意

義
は

、
当

該
各
号

に
定

め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(
１

)
 

個
人

情
報

 
個

人
に
関

す
る

情
報

で
あ

っ
て

、
特
定

の
個

人
が

識
別

さ
れ

、
又
は

識

別
さ

れ
得

る
も

の
を

い
う

。
た

だ
し
、

特
定

個
人

情
報

以
外

の
個
人

情
報

に
あ

っ
て
は
、

法
人

そ
の

他
の

団
体

に
関

し
て

記
録
さ

れ
た

情
報

に
含

ま
れ

る
当
該

法
人

そ
の

他
の
団
体

の
役
員
に
関
す
る
情
報
を
除
く
。
 

(
１

)
 

個
人

情
報

 
個
人

に
関

す
る

情
報

で
あ

っ
て
、

特
定

の
個

人
が

識
別

さ
れ
、

又
は

識

別
さ

れ
得

る
も

の
を

い
う

。
た

だ
し
、

特
定

個
人

情
報

以
外

の
個
人

情
報

に
あ

っ
て
は
、

法
人

そ
の

他
の

団
体

に
関

し
て

記
録
さ

れ
た

情
報

に
含

ま
れ

る
当
該

法
人

そ
の

他
の
団
体

の
役
員
に
関
す
る
情
報
を
除
く
。
 

(
２

)
 

実
施

機
関

 
市

長
、
議

会
、

教
育

委
員

会
、

選
挙
管

理
委

員
会

、
監

査
委

員
、
農

業

委
員

会
、

公
平

委
員

会
、

固
定

資
産

評
価

審
査

委
員

会
、

水
道

事
業

管
理

者

及
び
消
防
長
を
い
う
。
 

(
２

)
 

実
施

機
関

 
市
長

、
議

会
、

教
育

委
員

会
、
選

挙
管

理
委

員
会

、
監

査
委
員

、
農

業

委
員

会
、

公
平

委
員

会
、

固
定

資
産
評

価
審

査
委

員
会

、
水

道
事
業

管
理

者
、

病
院
事
業

管
理
者
及
び
消
防
長
を
い
う
。
 

(
３

)
 

事
業

者
 

法
人

そ
の
他

の
団

体
（

国
、

独
立

行
政
法

人
等

（
独

立
行

政
法

人
等
の

保

有
す

る
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る
法

律
（

平
成

1
5
年

法
律

第
5
9
号

）
第

２
条

第
１
項
に

規
定

す
る

独
立

行
政

法
人

等
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

、
地

方
公
共

団
体

及
び

地
方
独
立

行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
1
5
年
法
律
第
11
8
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定

す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
以
下
「
法
人
等
」
と
い
う
。
）

及
び
事
業
を
営
む
個
人
を
い
う
。
 

(
３

)
 

事
業

者
 

法
人
そ

の
他

の
団

体
（

国
、

独
立
行

政
法

人
等

（
個

人
情

報
の
保

護
に

関

す
る

法
律

（
平

成
1
5
年
法

律
第

5
7
号
）

第
２

条
第

９
項

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
に

規
定

す
る

独
立

行
政

法
人

等
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

、
地

方
公
共

団
体

及
び

地
方
独
立

行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
1
5年

法
律
第
11
8
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定

す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
以
下
「
法
人
等
」
と
い
う
。
）

及
び
事
業
を
営
む
個
人
を
い
う
。
 

(
４

)
 

特
定

個
人

情
報

 
行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個
人

を
識

別
す

る
た

め
の

番
号
の

利

用
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
25
年

法
律

第
27
号
。

以
下

「
番
号

法
」
と

い
う

。
）

第
２

条

第
８
項
に
規
定
す
る
特
定
個
人
情
報
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。
 

(
４

)
 

特
定

個
人

情
報
 

行
政

手
続

に
お

け
る

特
定
の

個
人

を
識

別
す

る
た

め
の
番

号
の

利

用
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
25
年

法
律

第
27
号
。

以
下

「
番
号

法
」
と

い
う

。
）

第
２

条

第
８
項
に
規
定
す
る
特
定
個
人
情
報
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。
 

(
５

)
 

情
報

提
供

等
記

録
 
番

号
法

第
23
条
第

１
項

及
び
第

２
項

（
こ

れ
ら

の
規

定
を
番

号

法
第

2
6
条

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合
を

含
む

。
第

2
4
条

第
３

項
に
お

い
て

同
じ

。
）
に
規

定
す
る
記
録
に
記
録
さ
れ
た
特
定
個
人
情
報
を
い
う
。
 

(
５

)
 

情
報

提
供

等
記
録

 
番

号
法

第
23
条
第

１
項
及

び
第

２
項

（
こ

れ
ら

の
規
定

を
番

号

法
第

2
6
条

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合
を

含
む

。
第

2
4
条

第
３

項
に
お

い
て

同
じ

。
）
に
規

定
す
る
記
録
に
記
録
さ
れ
た
特
定
個
人
情
報
を
い
う
。
 

(
６

)
 

公
文

書
 

江
別

市
情
報

公
開

条
例

（
平

成
1
4
年
条
例

第
７

号
）

第
２

条
第

２
号
に

規

定
す
る
公
文
書
を
い
う
。
 

(
６

)
 

公
文

書
 

江
別
市

情
報

公
開

条
例

（
平

成
1
4
年

条
例

第
７

号
）

第
２

条
第
２

号
に

規

定
す
る
公
文
書
を
い
う
。
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2
/
2
 

改
正
前
 

改
正
後
 

（
他
の
制
度
と
の
調
整
）
 

（
他
の
制
度
と
の
調
整
）
 

第
4
0
条
 
こ
の
条
例
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
 

第
4
0
条
 
こ
の
条
例
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
 

(
１

)
 

統
計

法
（

平
成

1
9
年
法

律
第

5
3
号

）
第

２
条

第
６
項

に
規

定
す

る
基

幹
統

計
調
査

に

係
る

調
査

票
情

報
に

含
ま

れ
る

個
人
情

報
そ

の
他

の
同

法
第

5
2
条
第

１
項

に
規

定
す
る
個

人
情
報
 

(
１

)
 

統
計

法
（

平
成

19
年
法

律
第

5
3
号

）
第

２
条
第

６
項

に
規

定
す

る
基

幹
統
計

調
査

に

係
る

調
査

票
情

報
に

含
ま

れ
る

個
人
情

報
そ

の
他

の
同

法
第

5
2
条
 

 
 

に
規

定
す
る
個

人
情
報
 

(
２

)
 

統
計

法
第

2
4
条

第
１
項

の
規

定
に

よ
り

総
務

大
臣
に

届
け

出
ら

れ
た

統
計

調
査
に

係

る
個
人
情
報
 

(
２

)
 

統
計

法
第

2
4
条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

総
務
大

臣
に

届
け

出
ら

れ
た

統
計
調

査
に

係

る
個
人
情
報
 

(
３

)
 

図
書

館
そ

の
他

の
市
の

施
設

に
お

い
て

一
般

の
利
用

に
供

す
る

こ
と

を
目

的
と
し

て

管
理
さ
れ
て
い
る
図
書
、
資
料
、
刊
行
物
等
に
記
録
さ
れ
て
い
る
個
人
情
報
 

(
３

)
 

図
書

館
そ

の
他

の
市
の

施
設

に
お

い
て

一
般

の
利
用

に
供

す
る

こ
と

を
目

的
と
し

て

管
理
さ
れ
て
い
る
図
書
、
資
料
、
刊
行
物
等
に
記
録
さ
れ
て
い
る
個
人
情
報
 

２
 
法

令
等

（
江

別
市

情
報
公

開
条

例
を

除
く

。
）

に
個
人

情
報

の
開

示
又

は
訂

正
に
関

す
る

定
め
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

２
 
法

令
等

（
江

別
市
情

報
公

開
条

例
を

除
く

。
）
に

個
人

情
報

の
開

示
又

は
訂
正

に
関

す
る

定
め
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

３
 
特

定
個

人
情

報
に

つ
い
て

は
、

他
の

法
令

等
に

個
人
情

報
の

開
示

に
関

し
て

規
定
さ

れ
て

い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
条
例
に
よ
る
開
示
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

３
 
特

定
個

人
情

報
に
つ

い
て

は
、

他
の

法
令

等
に
個

人
情

報
の

開
示

に
関

し
て
規

定
さ

れ
て

い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
条
例
に
よ
る
開
示
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

４
 
第

６
条

、
第

３
章

及
び
第

４
章

の
規

定
は

、
市

の
職
員

の
人

事
、

給
与

、
服

務
、
福

利
厚

生
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
項
に
関
す
る
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
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資料４



                               ４総 第 ６ ０ 号 

                               令和４年７月１９日 

 

  江別市個人情報保護審査会 

  江別市情報公開審査会 

会長 田 口 智 子 様 

 

                             江別市長 三 好  昇 

                              

 

諮 問 書 

 

 

個人情報の保護に関する法律の改正に伴う個人情報保護制度等の見直しについて 

 

 

  江別市が保有する個人情報については江別市個人情報保護条例（平成１４年条例第８

号。以下「保護条例」という。）に基づき取り扱っておりますが、令和３年５月に個人

情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」という。）が改正され、

令和５年４月からは国、民間事業者、全ての地方公共団体等が、改正後の法に基づく全

国的な共通ルールにより個人情報を取り扱うこととなりました。 

そのため、江別市においても、法の施行にあわせて保護条例を改正するなど、個人情

報保護制度の見直しを行う必要があります。 

保護条例第３３条第１項では、江別市個人情報保護審査会の所掌事務として、個人情

報保護制度に係る重要事項を調査審議することと規定していますが、個人情報保護制度

の見直しは、個人情報保護に係る施策に関する重要な事項であるため、同項の規定によ

り諮問いたします。 

また、江別市の情報公開制度についても、個人情報保護制度との整合性を確保するた

めに所要の対応が必要であり、同じく江別市情報公開審査会へ諮問いたします。 

 

記 

 

１ 諮問事項 

(1)  法の改正に伴う個人情報保護制度の見直しについて 

    

(2)  情報公開制度において個人情報保護制度との整合性を確保するために対応が必要

な事項について 



 

(3)  その他審議が必要な事項について 

 

  ２ 諮問の内容 

  (1) １(1)に関するもの 

   ア 法において条例で定める必要があるとされている事項について 

 

      イ 法において条例で定めることができるとされている事項等について 

 

(2) １(2)に関するもの 

      ア  法に基づく開示請求における不開示部分との調整のための江別市情報公開条例 

（平成１４年条例第７号）の改正について 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 （総務部総務課総務係） 



個人情報保護制度の改正について 

 

 

 

１ 個人情報保護制度の改正について 

令和５年４月に改正個人情報保護法が全面施行され、各自治体において定めている条例

が１つの法に基づく共通ルールに統合される。 

  江別市においても、改正法に対応した江別市個人情報保護条例の改正を令和４年度内に

行う必要がある。 

 

 

 

２ 保護法の適用対象 

  保護法 第４章・・・民間事業者向けの規定 

      第５章・・・行政機関等向けの規定 

      その他・・・両者共通の規定 

 

  行政機関等とは（法第２条第11項） 

 ①国の行政機関 

②地方公共団体の機関 

③独立行政法人等 

④一部の地方独立行政法人 

  

≪例外≫ 

 地方議会：国会と同じく保護法が適用されない。⇒独自に個人情報保護に係るルールを定

める必要がある。 

  

 

また、市立病院及び夜間急病センターにおける個人情報の取得・利用・提供については、

医療・学術分野でのデータの利活用の促進のため、第４章（民間）の規定が適用される。  

なお、開示請求や個人情報ファイル簿などについては第５章（行政）の規定が適用され

る（法第58条、第 125条）。 

 

 

 

 

 

 

 

【資料１】 
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３ 定義の一元化 

 保護法により「個人情報」などの定義が統一される。 

 

①【個人情報】の定義変更 

現行保護条例（条例第２条第１号） 

個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。 

 

※死者に関する情報も制度の対象としている。 

 

 

保護法（法第２条第１項） 

生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記

述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することが

でき、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）又は個人

識別符号が含まれるものをいう。 

 

⇒法では死者に関する情報を「個人情報」としていない。なお、「死者に関する情報」が、

遺族等の生存する個人情報でもある場合には、開示請求をすることができる。 

 

 

 

 

②【要配慮個人情報】の考え方の導入 

  現行保護条例（条例第７条第３項） 

思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれがある 

個人情報を収集してはならない。 

≪例外≫(1)法令等に定めがあるとき  (2)審査会で認められたとき 

 

 

保護法（法第２条第３項） 

    本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他

本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を

要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報 

 

⇒個人情報全般の保有について、法令等に定める所掌事務又は業務の遂行に必要な場合 

に限定されている（法第61条）。 
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４ 個人情報の取扱い 

 

 ①個人情報の収集 

  現行保護条例（条例第７条第２項） 

 ○本人収集の原則  

 ○例外（法令等に定めがある、本人同意など）に該当するときのみ本人外収集をすること

ができる。 

 

 

  保護法（法第61条、第 62条） 

 ○法令等の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な場合に限定 

 ○利用目的の明示を義務化  

  

⇒本人から書面で個人情報を取得するときは原則として利用目的を明示（窓口における

掲示や申請書の様式にあらかじめ記載など） 

 

 

 

 

 

 ②個人情報の利用・提供 

現行保護条例（条例第８条第１項） 

 ○目的内利用・提供の原則  

 ○例外（法令等に定めがあるとき、審査会で認められたときなど）に該当するときのみ目

的外利用・提供をすることができる。 

 

 

保護法（法第69条） 

 ○目的内利用・提供の原則は変わらず。 

 ○例外規定から審査会の規定がなくなり、新たに「相当の理由があるとき」や「特別の理

由があるとき」が設けられる。 
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５ 個人情報ファイル簿 

 

 

現行保護条例（条例第６条） 

 ○個人情報を取り扱う事務ごとに「個人情報取扱事務開始届出書」を作成する（市役所で

閲覧）。  

○事務の名称、目的、記録項目、収集先などを記載する。 

 

 

 

 

保護法（法60条第２項、第74条、第 75条） 

 ○システムや名簿ごとに「個人情報ファイル簿」（単票）を作成する（1,000 人以上対象）。 

 ○システムや名簿の名称、利用目的、記録項目、収集方法などを記載する。 

 ○個人情報ファイルに「要配慮個人情報」が含まれているときはその旨を記載する。 

 ○1,000 人未満のシステムや名簿については作成対象外。 

 

 

 

 

 

６ 開示・訂正・利用停止請求 

  以下の３つの請求制度は保護法でも引き続き規定される。 

①開 示 請 求・・・自分の個人情報の開示を求める（条例第14条、法第76条）。 

 ②訂 正 請 求・・・開示した個人情報に誤りがあるときに訂正を求める（条例第22条、 

           法第 90条）。 

 ③利用停止請求・・・開示した個人情報が違法に取り扱われているときに利用停止を求め

る（条例第22条、法第98条）。 

 

 【保護法による主な変更点】 

 ○任意代理人による開示請求等が認められるようになる。 

  ※現行保護条例では法定代理人又は本人が請求することができないやむを得ない理由があ 

ると認められる場合は本人の委任による代理人 

 ○開示請求等の手続の大部分は保護法で規定されるが、一部の手続（手数料の額など）は

施行条例で定める（法第89条）。 
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７ 行政機関等匿名加工情報 

  行政機関等匿名加工情報（法第２条第６項、第60条第３項） 

個人情報ファイルの個人情報を、個人を識別することができないように加工（削除、置

き換え）して、個人情報を復元することができない状態にしたデータ 

 

⇒希望する民間事業者へデータを提供する制度が開始（国等では既に実施。当面の間、

都道府県及び指定都市のみ提案募集を義務付け）。 

 

≪目的≫ 

データを活用することで①新たな産業の創出、②活力ある経済社会及び豊かな国民生活

の実現を図る。 

 

 

 

 

８ 審査会 

基本的な役割（法第129条） 

施行条例に定めることで、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づ 

く意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会等に諮問することができる。 

 

 

現行保護条例（条例第７条～第９条） 

本人外収集、思想・信条・宗教等、目的外利用・提供、オンライン結合等の際に諮問 

 

 

保護法 

改正個人情報保護法に係る国の解説 

「個人情報の取得、利用、提供、オンライン結合等について、類型的に審議会等への諮問

を要件とする条例を定めることは、今回の法改正の趣旨（＝全国的な共通ルールに基づき

運用する）に照らして許容されない。」 
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９ 個人情報保護委員会との関係 

○保護委員会が保護法の解釈権限を持ち地方公共団体を監督する。 

○個人情報の取扱いに疑義がある場合は保護委員会に助言を求める（法第156～159条 

、第 166条）。 

 

資料の提出の要求・実地調査・指導・ 

助言・勧告・報告の要求 

 

 

 

 

個人情報の取扱いについて助言を求める。 

 

 

≪その他≫ 

○施行条例を制定したときは保護委員会へ届出（法第167条） 

○毎年度、運用状況を保護委員会へ報告（保護委員会が取りまとめて公表）（法第165条） 

 

 

10 施行条例 

個人情報の取扱いの大部分は保護法で規定されるが、保護法の規定により①施行条例 

で定める必要がある事項、②施行条例で定めることができる事項等、③施行条例で定める

ことができない事項がある。 

 

① 施行条例で定める必要がある事項（法第89条） 

・開示請求の手数料の金額 

 

② 施行条例で定めることができる事項等（主なもの） 

・要配慮個人情報の範囲を独自に広げること（条例要配慮個人情報）（法第60条第５項） 

・個人情報取扱事務開始届出の作成・公表に係る事項（法第75条第 5項） 

・情報公開条例と保護法の非開示情報のズレを調整すること（法第78条第 2項） 

・開示請求等の手続に関すること（第108条） 

・特に必要があると認めるときに審査会へ諮問すること（法第129条） 

※その他個人情報保護やデータ流通に直接影響を与えない事項 

 

③ 施行条例で定めることができない事項（主なもの） 

・個人情報保護やデータ流通について直接影響を与えるような事項 

（例 個人情報の定義に死者に関する情報を含める規定、オンライン結合に特別の制限を設

ける規定、個人情報の取得を本人からの直接取得に限定する規定）            

個人情報保護委員会         地方公共団体 
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11 今後のスケジュールについて 

令和４年７月～８月  審査会において諮問事項の審議・答申 

９月     答申結果を基にした制度改正に係る意見公募（パブリックコメ 

ント）の実施 

１０月     意見公募（パブリックコメント）を反映した施行条例案の決定 

     １１月     意見公募（パブリックコメント）の結果報告 

     １１月     市議会に施行条例案を上程 
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改正個人情報保護法と江別市個人情報保護条例及び江別市情報公開条例

との主な相違点及び考え方

No7～No16の事項が審査会でご審議いただきたいもの

【略称】

○デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第51条による改正後の個人情報の保護に関する法律：保護法

○江別市個人情報保護条例：現行保護条例

○江別市情報公開条例：公開条例

○保護法を施行するために新たに制定する予定の条例：施行条例

○国の個人情報保護委員会：保護委員会

○江別市個人情報保護審査会：審査会

【資料２】

1



No 項目 主な相違点 考え方

1

個人情報の定義
【保護法の規定】
2条1項
【現行保護条例の規定】
2条1号

現行保護条例では、個人情報には死者の情報も含まれることとさ
れているが、保護法では死者に関する情報は含まれない。

○施行条例に、死者に関する情報を
規定することはできないとされてい
る。
○遺族等による死者の情報に関する
開示請求について、法の解釈・運用
等を確認し、実運用に支障がある場
合は別途取扱いを定めるなどの対応
を行う。

2

保護法の適用対象とな
る本市の実施機関
【保護法の規定】
2条11項2号
【現行保護条例の規定】
2条2号

現行保護条例では議会も含まれるが、保護法では議会が含まれ
ず、議会が自律的な対応により個人情報保護を行う。

議会において対応を検討中。議会が
独自に判断することになる。

3

収集の制限
【保護法の規定】
61条、64条、62条
【現行保護条例の規定】
7条2項

・現行保護条例では、個人情報は原則として本人から収集しなけ
ればならないこととされているが、保護法ではこの原則がない。
・一方、保護法では、個人情報の保有について法令等に定める所
掌事務又は業務の遂行に必要な場合に限定されている。

保護法では、個人情報の保有が限定
されているため、保護法の規律全体
で見た場合には、個人情報の保有に
係る保護水準が維持されている。
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No 項目 主な相違点 考え方

4

目的外利用・提供
【保護法の規定】
69条、63条
【現行保護条例の規定】
8条1項

・現行保護条例では、個人情報の目的外利用・提供を原則として
禁止しつつ、次の①～⑥のいずれかに該当する場合は例外的に可
能としている。
①法令等に定めがある場合、②本人の同意がある場合、③出版、
報道等で公の場合、④生命、身体又は財産を守る場合、⑤内部利
用の場合等でやむを得ない理由がある場合、⑥審査会に意見を聴
いて特に必要であると認められた場合
・保護法でも、個人情報の目的外利用・提供を原則禁止としつ
つ、次の (1)～(6)のいずれかに該当する場合は例外的に可能とし
ている。
(1)法令に基づく場合、(2)本人の同意がある場合、(3)統計・学術
のため、(4)本人利益になる場合、(5)内部利用の場合等で相当の
理由がある場合、(6)その他特別の理由がある場合

〇保護法においては、目的外利用・
提供は原則禁止としつつ、例外につ
いて、現行保護条例にある「⑥審査
会に意見を聴いて特に必要であると
認められた場合」を「(5)内部利用
の場合等で相当の理由がある場
合」、「(6)その他特別の理由があ
る場合」としている。
〇保護委員会が(5)及び(6)の全国一
律の保護基準を定めるため、審査会
への諮問を要件とすることは許容さ
れないこととなった。
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No 項目 主な相違点 考え方

5

通信回線による電子計算
機の結合（オンライン結
合）の制限
【保護法の規定】
69条
【現行保護条例の規定】
9条

現行保護条例では、電子計算機同士を通信回線で接続して本市が
保有する個人情報を外部に提供することは、①法令等に定めがあ
るとき、②審査会の意見を聴いて公益上特に必要があると認める
ときのみ可能とされているが、保護法ではこのような規定はな
い。

※「オンライン結合」とは実施機関が管理するコンピューターと
実施機関以外の者が管理するコンピューターその他の機器とを通
信回線を用いて結合し、実施機関が保有する個人情報を実施機関
以外の者が随時入手し得る状態にする方法。

〇社会全体のデジタル化の進展を受
け、保護法では、電子計算機を用い
た個人情報の取扱いに特化した規定
を設けていない。
○個人情報の提供については、No４
のとおり目的外の提供を原則禁止と
しつつ、「内部利用の場合等で相当
な理由がある場合」、「その他特別
な理由がある場合」などを規定して
いる。
〇保護委員会から示される「相当な
理由」及び「特別な理由」の判断基
準に基づき運用することで適切な保
護水準を確保する。

6

任意代理人による開示請
求等
【保護法の規定】
76条2項、77条2項
ほか
【現行保護条例の規定】
13条

個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求について、現行
保護条例では法定代理人又は本人が請求することができないやむ
を得ない理由があるとみとめられる場合のみ本人に代わって請求
が可能だったが、保護法では法定代理人のほか、任意代理人も請
求が可能となった。

任意代理人の代理権等の確認の取扱
いについて、政令や保護委員会によ
り示される基準に従い適切に運用す
る。
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No 項目 主な相違点 考え方

7

個人情報ファイル簿の
新設及び現行の個人情報
取扱事務開始届出書の取
扱いについて
【保護法の規定】
60条2項、74条、75条
【現行保護条例の規定】
6条

・現行保護条例では、個人情報を取り扱う事務を開始する場合に
は、個人情報取扱事務開始届出書（事務ごとに、①名称、②目
的、③記録項目、④収集利用の方法などを記載するもの。以下
「事務開始届出書」という。）を作成・閲覧に供しなければなら
ないとされている（市役所情報公開コーナーで閲覧）。
・一方、保護法においては、個人情報ファイル（システムの個人
情報データベースや名簿（索引のあるもの）で管理されている個
人情報）ごとに、個人情報ファイル簿（単票）を新たに作成し、
これらの単票をまとめた個人情報ファイル簿を公表する必要があ
る（1年未満に消去するもの、本人の数が1,000人未満のものなど
は除く。）。
・個人情報ファイル簿（法定単票）への記載項目は、①名称、②
利用目的、③記録項目、④収集方法、⑤（条例）要配慮個人情報
が含まれている場合はその旨など。
・なお、保護法では、条例で規定することで、上記の個人情報
ファイル簿とは別に個人情報の保有状況に関する事項を記載した
帳簿（現行保護条例での事務開始届出書）を作成し、公表するこ
とが可能とされている。

○事務開始届出書と個人情報ファイ
ル簿（単票）では記載すべき項目は
ほとんど同じであるが、個人情報
ファイル簿は1,000人未満のものは
作成しない等、作成対象範囲が狭ま
る。
○これまでどおり、個人情報を取り
扱う事務を開始するときは、事務開
始届出書の提出を実施機関に求め、
本人の数が1,000人未満など、個人
情報ファイル簿では把握することが
できない個人情報の取扱い状況等の
一元的な管理を行う。

【審議事項】個人情報ファイル簿の新設及び現行の個人情報取扱事務開始届出書の取扱いについて

5



No 項目 主な相違点 考え方

8

条例要配慮個人情報につ
いて
【保護法の規定】
2条3項、60条5項、61
条、64条、68条
【現行保護条例の規定】
7条3項

・現行保護条例では、「思想、信条及び宗教に関する個人情報並
びに社会的差別の原因となるおそれがある個人情報」は法令等に
定めがあるとき又は審査会が認めたときでなければ収集できな
い。
・保護法では要配慮個人情報（人種、信条、社会的身分、病歴、
犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実、障がいがあることな
ど）を定義している。
・保護法では、要配慮個人情報を含む個人情報ファイルを保有し
ている場合は、公表する個人情報ファイル簿に要配慮個人情報が
含まれる旨を明記する必要がある。
・なお、保護法では、「地域の特性等に応じて、その取扱いに特
に配慮を要するもの」を「条例要配慮個人情報」として別途条例
で定めることができることとされた（個人情報ファイル簿の対応
は要配慮個人情報と同じ。）。

〇要配慮個人情報に限らず個人情報
全般の保有については、法令等に定
める所掌事務又は業務の遂行に必要
な場合に限定され、不正な手段によ
る取得も禁止されている。
〇条例要配慮個人情報を定めたとし
ても、個人情報ファイル簿に条例要
配慮個人情報を保有している旨が明
記されるだけであり、保有や提供な
どの具体的な取扱いが変わることは
ない。
〇特別に条例要配慮個人情報の保有
を制限する規定を設けることはでき
ない。
〇したがって、現時点で条例要配慮
個人情報は規定せず、今後の本市の
施策や社会状況の変化を踏まえて、
必要性があれば再度検討する。

【審議事項】条例要配慮個人情報について

6



No 項目 主な相違点 考え方

9

開示決定等の期限につい
て
【保護法の規定】
108条、83条、84条
【現行保護条例の規定】
15条

　

※１ やむを得ない理由により延長する場合。保護法、現行保護条
例いずれも、（Ａ）の期間が満了する日の翌日から起算して30日
を限度として延長が可能
※２ 開示請求に係る個人情報が著しく大量で、（Ｂ）の期間内に
開示決定等をすることで事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれ
がある場合に延長が可能。この場合、開示請求に係る個人情報の
相当の部分について （Ｃ）の期間内（（Ａ）+（Ｂ）の期間）に
開示決定を行い、残りの個人情報については相当の期間内に決定
すれば足りる。

【補足】
　決定までの期間を保護法より長くすることは認められないが、
短くすることは条例により可能。

〇決定期限が短い方が開示請求者に
とって望ましいため、現行保護条例
と同様に（Ａ）は14 日以内、
（Ｂ）は44日以内として（（Ｃ）は
（Ａ）と（Ｂ）の期間の合計とな
る）、保護法が規定する期限よりも
短縮する旨を施行条例で規定する。
〇なお、個人情報開示決定において
は、現行の期限で支障は生じていな
い。

【審議事項】開示決定等の期限について

保護法の期限 現行保護条例の期限

（Ａ）原則 30 日以内 14 日以内

（Ｂ）通常延長（※１） （Ａ）＋30 日＝60 日 （Ａ）＋30 日＝44 日

（Ｃ）特例延長（相当部分
　　の開示決定等）（※２）

60 日以内  特例延長の規定なし

7



No 項目 主な相違点 考え方

10

公開条例との整合性につ
いて（不開示情報）
【保護法の規定】
78条1項・2項
【現行保護条例の規定】
16条
【公開条例の規定】
７条

・保護法と現行保護条例の開示請求に係る不開示情報に大きな違
いはない。
・保護法で不開示情報であっても公開条例で開示することとされ
ている情報については、条例で定めることで開示情報とすること
ができる。
・逆に、保護法で不開示情報とされていない情報であっても、①
情報公開法第5条に規定する不開示情報に準ずる情報で、②公開条
例で公開しないとされている情報のうち、③公開条例との整合性
を確保するために不開示にする必要がある情報については、条例
で定めることで不開示情報とすることができる。

○保護法の不開示情報と公開条例の
非公開情報には大きな違いはなく、
国の解説において、不開示情報に関
する記述が完全に一致していなくて
も、同じ法益を満たすものであれ
ば、条例で規定する必要はないとし
ている。
○このため、現状においては、不開
示情報を全て統一する必要性はない
と考える。
○ただし、公開条例第7条第5号に
「租税の賦課若しくは徴収」を加え
保護法に合わせることで、非公開情
報の明確化を図る。
○上記の改正は、現行の取扱いを維
持するためのもので、改正後の取扱
いがこれまでと変わるものではな
い。

【審議事項】公開条例との整合性について

情報の内容 保護法 公開条例

事務・事業に関する情報

(7)ハ 監査、検査、取締り、
試験又は租税の賦課若しくは
徴収に係る事務に関し、正確
な事実の把握を困難にするお
それ又は違法若しくは不当な
行為を容易にし、若しくはそ
の発見を困難にするおそれ

(5)ア 監査、検査、取締り又は
試験に係る事務に関し、正確な
事実の把握を困難にするおそれ
又は違法若しくは不当な行為を
容易にし、若しくはその発見を
困難にするおそれ

8



【審議事項】開示請求の手数料について
No 項目 主な相違点 考え方

11

開示請求の手数料につい
て
【保護法の規定】
89条
【現行保護条例の規定】
21条の2

現行保護条例では、手数料は徴収せず、請求者は写しの交付に要
する費用（コピー代等）を負担するものとされている。保護法で
は、請求者は実費の範囲内で条例で定める額の手数料を納めなけ
ればならないこととされている。
 

※保護法は手数料の納付義務を定めているが、手数料を徴収しな
い旨の規定を設けることは可能である。

○情報公開制度においても手数料を
徴収しておらず、請求者にとって利
用しやすい制度とすることが望まし
い。
○現行保護条例と同様に手数料は徴
収しないこととして、コピー代等
（郵送の場合は郵送費用も）の額を
徴収する旨を施行条例で規定する。

現行  手数料 写しの交付の額

①保護法
（国の行政機関）

行政文書1件につき、
オンラインによる請求
は200円、それ以外の
請求は300円

なし（郵送の場合は郵
送費用）

②現行保護条例 徴収しない
コピー代等（郵送の場
合は郵送費用）

③公開条例 徴収しない （同上）

9



【審議事項】審査会について
No 項目 主な相違点 考え方

12

審査会について（設置根
拠）
【保護法の規定】
105条
【現行保護条例の規定】
27条の2、27条の3、33
条

・保護法では、開示請求等での不開示決定等に係る審査請求につ
いて行政不服審査法第81条第1項の機関に諮問することとされてい
る。
・現行保護条例では審査会に諮問しているが、この審査会を行政
不服審査法第81条第1項の機関として位置付ける必要がある。

○審査会を行政不服審査法第81条第
1項の機関として位置付ける旨を施
行条例に規定し、これまでどおり開
示請求等での不開示決定等に係る審
査請求について、審査会に諮問す
る。

13

審査会について（審査会
への諮問）
【保護法の規定】
129条
【現行保護条例の規定】
7条2項8号、7条3項2
号、8条1項6号、9条1項
2号

・現行保護条例で審査会に意見を聴くこととされているのは、次
の４つである。
①本人以外からの収集、②思想・信条・宗教等の情報の収集、③
目的外の利用・提供、④電子計算機の結合による提供
・保護法では、統一ルールを全国に適用するとの趣旨のもと、①
～④のような例外的取扱いは認められていない。今後審査会に諮
るのは、審査会について条例で定めた上で、個人情報の適正な取
扱いの確保のため必要な措置を講じる場合等において、専門的な
知見に基づく意見を聴くことが特に必要な場合に限られる。

○左記①～④について、これまでの
ように類型的に審査会に諮問をする
ことは許容されなくなった。
○保護法第129条に基づき、「個人
情報の適正な取扱いを確保するため
専門的な知見に基づく意見を聴くこ
とが特に必要であると認めるとき」
に諮問する旨を施行条例に規定す
る。

14

審査会について（開示請
求に対して存否応答拒否
をした場合の審査会への
報告）
【保護法の規定】
81条
【現行保護条例の規定】
20条

・現行保護条例では、開示請求で存否応答拒否（※）をした場合
には、審査会へ報告することとされているが、保護法ではこのよ
うな規定がない。

※ 個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否すること。

○存否応答拒否処分は、本人による
開示請求権の行使に対し事実上、実
施機関が一切の対応を拒否するもの
であることから、その適用に当たっ
ては特に慎重な検討が求められる。
○当該処分の安易な適用を抑止し、
個人情報制度の適正な運営を確保す
るためには、審査会への報告義務を
定めておくことが望ましいと考え
る。

10



No 項目 主な相違点 考え方

15

行政機関等匿名加工情
報制度の新設
【保護法の規定】
60条第3項、2条6項、
109条～123条
【現行保護条例の規
定】
なし

・保護法の施行に伴い、地方公共団体（※当面は都道府県及び政令
市）にも行政機関等匿名加工情報制度が導入されることになる。
・現行保護条例では、行政機関等匿名加工情報制度に係る規定はな
い。

※他の地方公共団体は任意で提案募集を実施することが可能。

○平成28年から先行して制度を導入
している国や地方公共団体において
も、提案実績がほとんどない状況。
○個人情報の有用性についての配慮
より、個人の権利利益保護がなによ
り優先されるため、制度導入につい
ては、情報収集に努め、調査研究を
進めていく。

16

運用状況の公表
【保護法の規定】
165条
【現行保護条例の規
定】
44条

現行保護条例では、市長が毎年１回個人情報保護制度の運用状況を
取りまとめて公表することとされているが、保護法では、保護委員
会が全行政機関等へ運用状況の報告を求め、公表することとされて
いる。

保護委員会への報告とは別に、市民
への説明責任を果たすため、これま
でと同様に、市長が年１回運用状況
を公表する。

【審議事項】行政機関等匿名加工情報制度の新設／運用状況の公表
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No 情報 改正個人情報保護法 情報公開条例

1

生命等侵
害情報

(1) 開示請求者（第76条第２項の規定により代理人が本人に代
わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及
び第３号、次条第２項並びに第86条第１項において同じ。）の生
命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

規定なし
※個人情報開示請求特有の不開示情報であり、情報
公開法にも規定がない。

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報（事業を営む個人の当該
事業に関する情報を除く。）であって、当該情報に含まれる氏
名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人
を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、
開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる
ものを含む。）若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請
求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示するこ
とにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれ
があるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ  法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることがで
き、又は知ることが予定されている情報

(1) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業
に関する情報を除く。）であって、特定の個人を識
別することができるもの（他の情報と照合すること
により、特定の個人を識別することができることと
なるものを含む。）又は特定の個人を識別すること
はできないが、公にすることにより、なお個人の権
利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲
げる情報を除く。
ア　法令若しくは他の条例の規定により又は慣行と
して公にされ、又は公にすることが予定されている
情報

(2)ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示する
ことが必要であると認められる情報

(1)イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するた
め、公にすることが必要であると認められる情報

(2)ハ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和22年法律第120
号）第２条第１項に規定する国家公務員（独立行政法人通則法第
２条第４項に規定する行政執行法人の職員を除く。）、独立行政
法人等の職員、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第２条に規
定する地方公務員及び地方独立行政法人の職員をいう。）である
場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるとき
は、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容
に係る部分

(1)ウ 公務員等（行政機関の保有する情報の公開に
関する法律（平成11年法律第42号）第５条第１号ハ
に規定する公務員等をいう。）の職務の遂行に係る
情報（当該情報が当該公務員等の思想信条に係るも
のである場合で、公にすることにより、当該公務員
等の個人としての正当な権利を害するおそれがある
ときは、当該公務員等の職、氏名その他当該公務員
等を識別することができることとなる記述等の部分
を除く。）

改正個人情報保護法の不開示情報と情報公開条例の非公開情報との比較

個人に関
する情報

2

【資料３】

1



No 情報 改正個人情報保護法 情報公開条例

(3) 法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及び
地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」とい
う。）に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該
事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生
命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要で
あると認められる情報を除く。

イ  開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争
上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

(2) 法人その他の団体（国、独立行政法人等（独立
行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平
成13年法律第140号）第２条第１項に規定する独立
行政法人等をいう。以下同じ。）、地方公共団体及
び地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成15
年法律第118号）第２条第１項に規定する地方独立
行政法人をいう。以下同じ。）を除く。以下「法人
等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の
当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。
ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護する
ため、公にすることが必要であると認められる情報
を除く。
ア　公にすることにより、当該法人等又は当該個人
の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するお
それがあるもの

(3)ロ 行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に
提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開
示しないこととされているものその他の当該条件を付することが
当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認めら
れるもの

(2)イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条
件で任意に提供されたものであって、当該条件を付
することが当該情報の性質、当時の状況等に照らし
て合理的であると認められるもの

3

法人等に
関する情
報

2



No 情報 改正個人情報保護法 情報公開条例

4

外交関係
情報

(4) 行政機関の長が第82条各項の決定（以下この節において「開
示決定等」という。）をする場合において、開示することによ
り、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼
関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不
利益を被るおそれがあると当該行政機関の長が認めることにつき
相当の理由がある情報

規定なし
※国の行政機関に係る不開示情報であり本市には当
てはまらない。

5

公共の安
全等に関
する情報

(5) 行政機関の長又は地方公共団体の機関（都道府県の機関に限
る。）が開示決定等をする場合において、開示することにより、
犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共
の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると当該行政機関
の長又は地方公共団体の機関が認めることにつき相当の理由があ
る情報

規定なし
※都道府県に係る不開示情報であり本市には当ては
まらない。

6

審議・検
討等に関
する情報

(6) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政
法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報
であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思
決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱
を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不
利益を及ぼすおそれがあるもの

(4) 市並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団
体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における
審議、検討又は協議に関する情報であって、公にす
ることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定
の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の
間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に
利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるも
の

3



No 情報 改正個人情報保護法 情報公開条例

(7) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が
行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲
げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正
な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

(5) 市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若し
くは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報
であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその
他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正
な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

(7)イ 独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が開
示決定等をする場合において、国の安全が害されるおそれ、他国若しく
は国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関
との交渉上不利益を被るおそれ

規定なし
※公開請求に当たって左記のような情報があれば、上記
(5)その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業
の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
により非公開を検討することになる。

(7)ロ 独立行政法人等、地方公共団体の機関（都道府県の機関を除
く。）又は地方独立行政法人が開示決定等をする場合において、犯罪の
予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすお
それ

(3) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社
会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公
共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(7)ハ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事
務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当
な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

(5)ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、
正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは
不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にする
おそれ

(7)ニ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地
方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地
位を不当に害するおそれ

(5)イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は
国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独
立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不
当に害するおそれ

(7)ホ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に
阻害するおそれ

(5)ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的
な遂行を不当に阻害するおそれ

(7)ヘ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を
及ぼすおそれ

(5)エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事
の確保に支障を及ぼすおそれ

(7)ト 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政
法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(5)オ 独立行政法人等、市若しくは他の地方公共団体が
経営する企業又は地方独立行政法人に係る事務に関し、
その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

8

法令秘情
報

規定なし
※保護委員会の説明では、他の法令の規定により開示できない情報につ
いては、「法令秘情報」としてではなく、上記(1)～（7）のいずれかの
非開示理由により、非開示となるとされている。

(6) 法令若しくは他の条例の定めるところにより又は実
施機関が法令上従う義務を負う国等の機関の指示によ
り、公にすることができないと認められる情報

事務・事
業に関す
る情報

7

4



5



（様式○○）

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8 要配慮個人情報が含まれるときはその旨

9 記録情報の経常的提供先

11
訂正及び利用停止に関する他の法律又は
これに基づく命令の規定による特別の手
続等

□法第60条第２項第１号
（電子処理ファイル）

令第21条第７項に該当す
るファイル
□有　　□無

13
行政機関等匿名加工情報の提案の募集を
する個人情報ファイルである旨

14
行政機関等匿名加工情報の提案を受ける
組織の名称及び所在地

15 行政機関等匿名加工情報の概要

16
作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案を受ける組織の名称及び所在地

17
作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案をすることができる期間

18
記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ
ているときはその旨

19 備考

個人情報ファイル簿（単票）

（実施なし）

□法第60条第２項第２号
（マニュアル処理ファイ
ル）個人情報ファイルの種別12

（名称）

（所在地）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

10

【資料４】

1



 

年  月  日 

 

個人情報取扱事務開始届出書 

 

（宛先）江別市長 

（実施機関）          □印 

 

次のとおり届け出ます。 

個人情報取扱事務の名称  

個人情報取扱事務所管課

の名称 
 

個人情報取扱事務の目的  

個人情報対象者の範囲  

個

人

情

報

の

記

録

項

目 

基 本 的 事 項 
□識別番号等 □氏名 □年齢 □性別 □生年月日 □住所  

□電話番号 □本籍・国籍 □個人番号 □その他（      ） 

家 庭 生 活 
□親族関係 □婚姻歴 □家庭状況 □居住状況 □続柄 

□その他（       ） 

心 身 の 状 況 
□健康状態 □病歴 □障害 □身体状況 □能力 

□性格 □その他（       ） 

経 済 状 況 
□財産 □収入・支出 □納税状況 □取引状況 

□公的扶助 □その他（        ） 

思想・信条・宗教等 
□思想・信条 □宗教 □支持政党 

□その他（       ） 

社 会 生 活 等 

□職業・職歴 □学業・学歴 □資格 □地位 □賞罰 

□評価・判定 □団体活動歴 □意見・要望 

□その他（       ） 

個人情報取扱事務開始年

月日 
年  月  日 

個 人 情 報 の 収 集 先 

□本人 

□本人以外 

□実施機関内 □他の実施機関 □他の官公庁 

□民間・私人 □その他（       ） 

個人情報の利用範囲・提

供先 

１ 個人情報の目的外利用の有無 

□有 □無 

２ 目的外利用している理由（条例第８条第２項） 

□法令（根拠法令                 ） 

□本人同意 □出版・報道 □緊急 □公益上特に必要 

個人情報の提供先 

□実施機関内 □他の実施機関 □他の官公庁 

□民間・私人 □その他（       ） 

電子計算機処理の有無 □有 □無 電子計算機結合の有無 □有 □無 

外 部 委 託 の 有 無 □有 □無 開示制度等の有無 □有 □無 
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○江別市個人情報保護条例 

平成14年３月29日条例第８号 

改正 

平成17年６月29日条例第14号 

平成21年３月11日条例第２号 

平成24年６月22日条例第24号 

平成25年２月28日条例第３号 

平成25年12月19日条例第35号 

平成27年９月30日条例第31号 

平成28年３月29日条例第７号 

平成29年３月30日条例第３号 

令和３年10月１日条例第18号 

令和４年３月３日条例第１号 

江別市個人情報保護条例 

目次 

第１章 総則（第１条―第５条） 

第２章 個人情報の適正な取扱いの確保（第６条―第12条の３） 

第３章 個人情報の開示、訂正等の請求（第13条―第25条） 

第４章 個人情報の取扱いの是正の申出等（第26条・第27条） 

第４章の２ 審査請求等（第27条の２―第27条の５） 

第５章 事業者に対する措置（第28条―第32条） 

第６章 個人情報保護審査会（第33条―第39条） 

第７章 補則（第40条―第45条） 

第８章 罰則（第46条―第51条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定め、市が保有する個人情

報の開示、訂正等を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護するとともに、

公正な市政の推進に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをい

う。ただし、特定個人情報以外の個人情報にあっては、法人その他の団体に関して記録された情

報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。 

(２) 実施機関 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、

固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、病院事業管理者及び消防長をいう。 

(３) 事業者 法人その他の団体（国、独立行政法人等（個人情報の保護に関する法律（平成15年

法律第57号）第２条第９項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）、地方公共団体及び

地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第２条第１項に規定する地方独

立行政法人をいう。以下同じ。）を除く。以下「法人等」という。）及び事業を営む個人をいう。 

(４) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成25年法律第27号。以下「番号法」という。）第２条第８項に規定する特定個人情報に該当

するものをいう。 

(５) 情報提供等記録 番号法第23条第１項及び第２項（これらの規定を番号法第26条において準

用する場合を含む。第24条第３項において同じ。）に規定する記録に記録された特定個人情報を

いう。 

(６) 公文書 江別市情報公開条例（平成14年条例第７号）第２条第２号に規定する公文書をいう。 

（実施機関の責務） 

第３条 実施機関は、この条例の目的を達成するために必要な措置を講ずるとともに、あらゆる施策
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を通じて個人情報の保護に努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第４条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利

利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなけれ

ばならない。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、相互に個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の

権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。 

第２章 個人情報の適正な取扱いの確保 

（個人情報取扱事務の届出） 

第６条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務（一時的な使用であって、短期間に廃棄され、又は消

去される個人情報を取り扱う事務その他規則で定める事務を除く。以下「個人情報取扱事務」とい

う。）を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を登録し、市長に届け出なければな

らない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。 

(１) 個人情報取扱事務の名称 

(２) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称 

(３) 個人情報取扱事務の目的 

(４) 個人情報の対象者の範囲 

(５) 個人情報の記録項目 

(６) 個人情報の収集先 

(７) 個人情報の経常的な利用の範囲又は提供先 

(８) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項 

２ 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なくその旨

を市長に届け出なければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による届出を受けたときは、これを一般の閲覧に供しなければならない。 

（収集の制限） 

第７条 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、個人情報取扱事務の目的を明確にし、当

該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。 

２ 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号

のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

(１) 法令又は他の条例（以下「法令等」という。）に定めがあるとき。 

(２) 本人の同意があるとき。 

(３) 出版、報道等により公にされているとき。 

(４) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。 

(５) 所在不明、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠くことその他の事由により、本人か

ら収集することができない場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認め

られるとき。 

(６) 争訟、選考、指導、相談等の事務を執行するために個人情報を収集する場合において、本人

から当該個人情報を収集したのでは、当該事務の目的を達成することができないと認められると

き、又は当該事務の適正な執行に著しい支障が生ずると認められるとき。 

(７) 他の実施機関から個人情報取扱事務の目的の範囲内の提供又は次条第１項ただし書の規定に

よる提供を受けて収集するとき。 

(８) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が江別市個人情報保護審査会の意見を聴いて公益上特

に必要があると認めるとき。 

３ 実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれがある

個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

(１) 法令等に定めがあるとき。 

(２) 実施機関が江別市個人情報保護審査会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。 

（利用及び提供の制限） 

第８条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて、個人情報（特定個人情報を除く。以
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下この条において同じ。）を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供

してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

(１) 法令等に定めがあるとき。 

(２) 本人の同意があるとき。 

(３) 出版、報道等により公にされているとき。 

(４) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。 

(５) 同一の実施機関内において利用する場合又は他の実施機関に提供する場合であって、個人情

報を使用する実施機関が、事務の遂行に必要な限度で使用し、かつ、使用することについてやむ

を得ない理由があると認められるとき。 

(６) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が江別市個人情報保護審査会の意見を聴いて公益上特

に必要があると認めるとき。 

２ 実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報を当該実施機関内において利用し、又は当該実

施機関以外のものに提供するときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないよう

にしなければならない。 

３ 実施機関は、第１項ただし書の規定により個人情報を実施機関以外のものに提供する場合におい

て、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、提供に係る個人情報の使用目的若しく

は使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずるこ

とを求めなければならない。 

（特定個人情報の利用の制限） 

第８条の２ 実施機関は、特定個人情報について、番号法第９条の規定に基づかない自らの利用（以

下この条において「目的外利用」という。）をしてはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつ

やむを得ないと認められる場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難で

あるときは、特定個人情報（情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。）について、目的

外利用をすることができる。ただし、特定個人情報を目的外利用することによって、本人又は第三

者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。 

（電子計算機の結合の制限） 

第９条 実施機関は、個人情報の電子計算機処理（電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、

編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、専ら文章を

作成し、又は文書若しくは図画の内容を記録するための処理その他市長が定める処理を除く。）を

行うに当たっては、実施機関以外のものとの間において通信回線による電子計算機の結合（以下「電

子計算機結合」という。）を行ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、

この限りでない。 

(１) 法令等に定めがあるとき。 

(２) 実施機関が江別市個人情報保護審査会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。 

２ 第８条第２項の規定は、前項ただし書の規定により電子計算機結合をする場合について準用する。 

（個人情報の適正管理） 

第10条 実施機関は、個人情報取扱事務を行うに当たっては、個人情報を適正に管理するため、次に

掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。 

(１) 個人情報を正確かつ最新のものとすること。 

(２) 個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損等を防止すること。 

(３) 保有する必要がなくなった個人情報については、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去

すること。ただし、歴史的資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。 

２ 実施機関の職員又は職員であった者は、その事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他

人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 

（事務処理の委託） 

第11条 実施機関は、個人情報取扱事務の全部又は一部の処理を実施機関以外の者に委託することが

できる。 

２ 実施機関は、個人情報取扱事務を委託するときは、個人情報を保護するために必要な措置を講ず

るとともに、委託を受けた者（以下「受託者」という。）に対する必要かつ適切な監督を行わなけ
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ればならない。 

３ 受託者（受託した業務の再委託を受けた者を含む。以下同じ。）が行う個人情報取扱事務に関す

るこの条例の規定は、市の区域外にある受託者に対しても効力を有する。 

（受託者等の義務） 

第12条 受託者は、受託した業務を行うときは、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損等の防止そ

の他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 受託者は、受託した業務を再委託するときは、再委託に関する契約により、個人情報の保護に関

し必要な措置を講ずるとともに、再委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければな

らない。 

３ 受託者において受託した業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得

た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は委託を受けた目的以外に使用してはならない。 

（指定管理者の義務） 

第12条の２ 指定管理者（地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項に規定する指定管理

者をいう。以下同じ。）は、同法第244条第１項に規定する公の施設（以下「公の施設」という。）

の管理に係る業務を行うときは、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損等の防止その他の個人情

報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定管理者の役員（法人でない指定管理者にあっては、その構成員）及びその職員並びにこれら

の者であった者は、公の施設の管理に係る業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に

知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 

３ 第７条、第８条、第10条、第11条及び前条の規定は、指定管理者について準用する。この場合に

おいて、これらの規定中「個人情報」とあるのは「個人情報（公の施設の管理に係るものに限る。）」

と読み替えるものとする。 

（個人番号利用事務等の適用除外） 

第12条の３ 個人番号利用事務（番号法第２条第10項に規定する個人番号利用事務をいう。）又は個

人番号関係事務（番号法第２条第11項に規定する個人番号関係事務をいう。）の全部又は一部の委

託に該当する場合においては、前３条（第11条第１項を除く。）の規定は、適用しない。 

第３章 個人情報の開示、訂正等の請求 

（開示の請求） 

第13条 何人も、実施機関に対し、その保有する自己に関する個人情報の開示の請求（以下「開示請

求」という。）をすることができる。 

２ 次の各号に掲げる者は、実施機関に対し、当該各号の死者に関する情報の開示請求をすることが

できる。 

(１) 死者の相続人及び親権者 

(２) 死者の情報と密接な関係を有する者で、実施機関が江別市個人情報保護審査会の意見を聴い

て開示請求することができると認めた者 

３ 次の各号に掲げる者は、実施機関に対し、本人に代わって当該本人の個人情報の開示請求をする

ことができる。ただし、本人（未成年者又は成年被後見人に限る。）が反対の意思を示したときは、

この限りでない。 

(１) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人（特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年

被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人） 

(２) 前号に掲げる者のほか、本人が請求することができないやむを得ない理由があると実施機関

が認める場合の当該本人の委任による代理人 

（開示請求の手続） 

第14条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した開示請求書を

提出しなければならない。ただし、実施機関が定める開示請求については、口頭その他の方法によ

り行うことができる。 

(１) 氏名及び住所（法定代理人（特定個人情報にあっては、法定代理人又は本人の委任による代

理人）が法人である場合にあっては、その名称又は商号及び主たる事務所又は本店の所在地並び

にその代表者の氏名） 

(２) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項 
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(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が定める事項 

２ 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又

は前条第２項及び第３項に規定する開示請求をすることができる者であることを証明するために必

要な書類で市長が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。 

（開示請求に対する決定及び通知） 

第15条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求のあった日の翌日から起算して14日（当

該開示請求が形式上の要件に適合しない場合において、当該開示請求に対し補正を求めたときは、

当該補正に要した期間を除く。）以内に当該開示請求に係る個人情報の開示をする旨又は開示をし

ない旨の決定をし、当該決定の内容を当該開示請求をした者（以下「開示請求者」という。）に速

やかに書面により通知しなければならない。 

２ 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の決定をすることができない

ときは、当該期間を、その満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。

この場合において、実施機関は、延長する理由及び延長後の決定期間を開示請求者に速やかに通知

しなければならない。 

３ 開示請求者は、実施機関が第１項に規定する期間の満了する日の翌日から起算して30日を経過し

た後においても同項の決定を行わないときは、個人情報の開示をしない旨の決定があったものとみ

なすことができる。 

４ 実施機関は、開示請求に係る個人情報の開示をしない旨の決定をした場合において、当該個人情

報の全部又は一部について開示をすることができる期日が明らかであるときは、その期日を第１項

の書面に付記するものとする。 

５ 実施機関は、前条第１項ただし書の規定により口頭その他の方法による開示請求があったときは、

第１項の規定にかかわらず、直ちに当該開示請求に係る個人情報の開示をするものとする。 

（実施機関の開示義務） 

第16条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報が次の各号に掲げる情報（以

下「非開示情報」という。）のいずれかを含む場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開

示しなければならない。 

(１) 法令等の定めるところにより又は実施機関が法律上従う義務を負う国等の機関の指示により、

開示することができない情報 

(２) 個人の指導、診断、判定、評価等に関する情報であって、開示することにより、当該事務の

適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

(３) 開示請求者（当該開示請求者が本人の委任による代理人のときは、当該本人をいう。）以外

の個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関するものを除く。）であって、開示するこ

とにより、当該個人の正当な利益を害するおそれがあるもの 

(４) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することに

より、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるも

の 

(５) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の

捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報 

(６) 市並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間に

おける審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若し

くは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利

益を及ぼすおそれがあるもの 

(７) 市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事

業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性

質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は

違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ 

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若し

くは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ 

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ 
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エ 独立行政法人等、市若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る

事務に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ 

(８) 第13条第３項第１号の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人（特定個人情報に

あっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人）が当該本

人に代わって開示請求をした場合において、開示することにより、当該本人の利益に反すると認

められる情報 

（個人情報の一部開示） 

第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の一部に非開示情報が含まれる場合において、非開示

情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、当該非開示情報に係る部分以外の部分

を開示しなければならない。ただし、当該非開示情報に係る部分を区分して除くことにより開示請

求の趣旨が損なわれることが明らかであるときは、この限りでない。 

（公益上の理由による裁量的開示） 

第18条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報（第16条第１号に該当する情報を除く。）

が含まれる場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人

情報を開示することができる。 

（第三者の権利の保護） 

第19条 実施機関は、開示決定等を行うに当たって、当該決定に係る個人情報に本人以外の者（以下

「第三者」という。）に関する情報が含まれる場合において、必要があると認めるときは、あらか

じめ当該情報に係る第三者に対して意見を述べる機会を与えることができる。 

２ 実施機関は、前項の規定により意見を述べる機会を与えられた第三者が当該個人情報の開示に反

対の意思を示した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間

に少なくとも２週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、

当該第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しな

ければならない。 

（個人情報の存否に関する情報） 

第20条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を

開示することとなるときは、当該個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否することがで

きる。 

２ 実施機関は、前項の規定により開示請求を拒否したときは、江別市個人情報保護審査会に報告し

なければならない。 

（開示の実施） 

第21条 個人情報の開示は、文書、図画、写真又はフィルムについては閲覧又は写しの交付により、

電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を考慮して実施機関が定める方法により行う。 

２ 実施機関は、前項の規定により当該個人情報が記録された公文書の閲覧又は写しの交付をする場

合において、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があ

るときは、その写しによりこれを行なうことができる。 

３ 実施機関は、第15条第５項の規定により個人情報の開示をするときは、前２項の規定にかかわら

ず、実施機関が別に定める方法により行うものとする。 

４ 第14条第２項の規定は、個人情報の開示を受ける者について準用する。 

（費用の負担） 

第21条の２ この条例の規定に基づく請求及び申出に係る手数料は、徴収しない。 

２ 前条第１項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなけれ

ばならない。 

（訂正等の請求） 

第22条 何人も、第21条第１項の規定により開示を受けた自己に関する個人情報に係る事実に誤りが

あると認めるときは、実施機関に対し、その訂正（追加及び削除を含む。以下同じ。）の請求をす

ることができる。 

２ 何人も、自己に関する個人情報が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対

し、当該各号に定める措置の請求をすることができる。 

(１) 第７条の規定に違反して収集されたものであるとき、第８条第１項若しくは第８条の２の規
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定に違反して利用されているとき、第10条第１項第３号の規定に違反して保有されているとき、

番号法第20条の規定に違反して収集若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違

反して作成された特定個人情報ファイル（番号法第２条第９項に規定する特定個人情報ファイル

をいう。）に記録されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去 

(２) 第８条第１項又は番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供

の停止 

３ 第13条第２項及び第３項の規定は、前２項に規定する訂正、利用の停止若しくは消去又は提供の

停止（以下「訂正等」という。）の請求について準用する。 

４ 情報提供等記録については、前２項の規定は、適用しない。 

（訂正等の請求手続） 

第23条 訂正等の請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面を提

出しなければならない。 

(１) 氏名及び住所（法定代理人（特定個人情報にあっては、法定代理人又は本人の委任による代

理人）が法人である場合にあっては、その名称又は商号及び主たる事務所又は本店の所在地並び

にその代表者の氏名） 

(２) 訂正等の請求に係る個人情報を特定するために必要な事項 

(３) 訂正等の請求の内容 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が定める事項 

２ 訂正の請求をしようとする者は、実施機関に対して、当該訂正を求める内容が事実に合致するこ

とを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。 

３ 第14条第２項の規定は、訂正等の請求をしようとする者について準用する。 

（訂正等の請求に対する決定及び通知） 

第24条 実施機関は、訂正等の請求があったときは、当該訂正等の請求のあった日の翌日から起算し

て30日（当該訂正等の請求が形式上の要件に適合しない場合において、当該訂正等の請求に対し補

正を求めたときは、当該補正に要した期間を除く。）以内に、必要な調査を行い、当該訂正等の請

求に係る個人情報の訂正等をする旨又は訂正等をしない旨の決定をし、当該決定の内容を当該訂正

等の請求をした者（以下「訂正等請求者」という。）に速やかに書面により通知しなければならな

い。 

２ 実施機関は、前項の規定により個人情報の訂正等をする旨の決定をしたときは、速やかに、当該

訂正等の請求に係る個人情報の訂正等をした上、その旨を訂正等請求者に書面により通知しなけれ

ばならない。 

３ 実施機関は、情報提供等記録の訂正をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理

大臣及び番号法第19条第８号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第９号に規定する

条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者（当該訂正に係る番号法第23条第１項及

び第２項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。）に対し、遅

滞なく、その旨を書面により通知するものとする。 

４ 第15条第２項及び第３項の規定は、訂正等の請求について準用する。 

第25条 削除 

第４章 個人情報の取扱いの是正の申出等 

（是正の申出） 

第26条 何人も、実施機関が行う自己に関する個人情報の取扱いがこの条例の規定に違反していると

認めるときは、実施機関に対し、その取扱いの是正の申出（以下「是正の申出」という。）をする

ことができる。 

２ 是正の申出をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した申出書を提出し

なければならない。 

(１) 氏名及び住所（法定代理人（特定個人情報にあっては、法定代理人又は本人の委任による代

理人）が法人である場合にあっては、その名称又は商号及び主たる事務所又は本店の所在地並び

にその代表者の氏名） 

(２) 是正の申出に係る個人情報を特定するために必要な事項 

(３) 是正の申出の内容 
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(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が定める事項 

３ 実施機関は、是正の申出があったときは、速やかに必要な調査を行い、当該是正の申出に正当な

理由があると認めるときは、必要な措置を講じなければならない。 

４ 実施機関は、是正の申出に係る処理の内容を、当該是正の申出をした者に書面により通知しなけ

ればならない。 

５ 第13条第２項及び第３項並びに第14条第２項の規定は、是正の申出について準用する。 

（是正の再申出） 

第27条 前条第４項の規定による通知を受けた者は、当該通知に係る処理の内容に不服があるときは、

実施機関に対し、是正の再申出をすることができる。 

２ 第13条第２項及び第３項、第14条第２項並びに前条第２項から第４項までの規定は、是正の再申

出について準用する。 

３ 実施機関は、前項において準用する前条第３項の規定により是正の再申出に係る処理を行うとき

は、あらかじめ江別市個人情報保護審査会の意見を聴かなければならない。 

第４章の２ 審査請求等 

（審理員による審理手続に関する規定の適用除外） 

第27条の２ 開示請求若しくは訂正等の請求に対する決定又は当該開示請求若しくは訂正等の請求に

係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法（平成26年法律第68号）第９条第１項ただ

し書の規定により、同項本文の規定は、適用しない。 

（審査請求に対する諮問等） 

第27条の３ 前条に規定する審査請求があったときは、当該審査請求に係る審査庁は、次に掲げる場

合を除き、速やかに、江別市個人情報保護審査会に諮問しなければならない。 

(１) 審査請求が不適法であり、却下するとき。 

(２) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとす

るとき。ただし、当該個人情報の開示について、第三者から反対の意思が示されているときを除

く。 

(３) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正等をすることとする

とき。 

２ 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第９条第３項の規定により読み替えて適用する同法第

29条第２項の弁明書及び同法第30条第１項に規定する反論書並びに参加人意見書の写し（反論書及

び参加人意見書の写しにあっては、提出があった場合に限る。）を添えてしなければならない。 

３ 第１項の規定により諮問をした審査庁（以下「諮問庁」という。）は、次に掲げる者に対し、諮

問をした旨を通知しなければならない。 

(１) 審査請求人及び参加人 

(２) 開示請求者又は訂正等請求者（これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

(３) 当該審査請求に係る開示決定等について、開示に反対の意思を示した第三者（当該第三者が

審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

（審査請求に対する裁決） 

第27条の４ 諮問庁は、審査請求について裁決をする場合は、その諮問に対する江別市個人情報保護

審査会の答申を尊重しなければならない。 

２ 諮問庁が、第三者に関する情報を含む個人情報の開示決定等に係る審査請求について、次の各号

のいずれかに該当する裁決をした場合において、実施機関が当該裁決に基づき個人情報の開示をし

ようとするときは、当該裁決の日と開示する日との間に少なくとも２週間を置かなければならない。

この場合において、実施機関は、直ちに当該第三者に対し、開示する旨及びその理由並びに開示す

る日を書面により通知しなければならない。 

(１) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 

(２) 審査請求に係る開示決定等（開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。）

を変更し、当該開示決定等に係る情報を開示する旨の裁決（第三者である参加人が当該第三者に

関する情報の開示に反対の意思を示している場合に限る。） 

（交付の求めに係る手数料） 

第27条の５ 前条の審査請求において、行政不服審査法第９条第３項の規定により読み替えて適用す
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る同法第38条第１項の規定による交付を受ける者は、江別市行政不服審査条例（平成28年条例第６

号）第８条第１項の規定にかかわらず、交付を受ける用紙１枚につき10円（カラーで複写され、又

は出力された用紙にあっては、50円）を手数料として納付しなければならない。この場合において、

両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を１枚として手数料の額を算定する。 

２ 市長は、前項の交付を受ける者が、経済的困難その他特別の理由により、手数料を納付する資力

がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。 

３ 前２項の規定は、審査請求人又は参加人が江別市個人情報保護審査会に対し、当該審査会に提出

された意見書若しくは資料の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求める

場合に準用する。 

第５章 事業者に対する措置 

（事業者に対する指導助言） 

第28条 市長は、事業者が個人情報の保護のために適切な措置を講ずることができるよう、事業者に

対し指導助言を行うものとする。 

（説明又は資料提出の要請） 

第29条 市長は、事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認めるときは、当該事業

者に対し、その事実を明らかにするために必要な限度において説明又は資料の提出を求めることが

できる。 

（是正の勧告） 

第30条 市長は、事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認めるときは、当該事業者に

対し、その取扱いを是正するよう勧告することができる。 

（事実の公表） 

第31条 市長は、事業者が正当な理由なく第29条の規定による説明若しくは資料の提出の求めに応じ

なかったとき、又は前条の規定による勧告に従わなかったときは、江別市個人情報保護審査会の意

見を聴いた上で、その事実を公表することができる。この場合において、市長は、あらかじめ当該

事業者に対し、弁明の機会を与えなければならない。 

（出資法人の責務） 

第32条 市が出資している法人で市長が定めるものは、この条例の規定に基づく市の施策に準じた個

人情報を保護するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

第６章 個人情報保護審査会 

（設置等） 

第33条 この条例の規定によりその権限に属することとされた事項を処理するほか、個人情報保護制

度に係る重要事項を調査審議するため、江別市個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）を

置く。 

２ 審査会は、必要があると認めるときは、個人情報保護制度の運用又は個人情報保護制度に関連す

る事項に関し、実施機関に意見を述べることができる。 

３ 審査会は、委員５人以内で組織する。 

４ 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。 

５ 委員の任期は、２年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。ただし、再任を妨げない。 

６ 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審査会に臨時委員を置くことができる。 

（秘密の保持） 

第34条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

（審査会の調査権限） 

第35条 審査会は、第27条の３第１項の規定により諮問を受けた事項を調査審議するため必要がある

と認めるときは、実施機関（審査請求のあった開示決定等に係る実施機関に限る。以下この条にお

いて同じ。）に対し、当該開示決定等に係る個人情報が記録された公文書の提示を求めることがで

きる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の閲覧又は写しの交付

を求めることができない。 

２ 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。 

３ 第１項に規定するもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は
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実施機関（以下「審査請求人等」という。）に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める

者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。 

（意見の陳述等） 

第36条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に意見を述べる機会

を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。 

２ 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出

頭することができる。 

（提出資料の閲覧等） 

第37条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付

（電磁的記録にあっては、電磁的記録に記録された事項を記載した書面の閲覧又は交付）を求める

ことができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときそ

の他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。 

２ 審査会は、前項の規定による閲覧又は交付について、その日時及び場所を指定することができる。 

（答申書の送付等） 

第38条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付す

るとともに、答申の内容を公表するものとする。 

（規則への委任） 

第39条 この章に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

第７章 補則 

（他の制度との調整） 

第40条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。 

(１) 統計法（平成19年法律第53号）第２条第６項に規定する基幹統計調査に係る調査票情報に含

まれる個人情報その他の同法第52条に規定する個人情報 

(２) 統計法第24条第１項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る個人情報 

(３) 図書館その他の市の施設において一般の利用に供することを目的として管理されている図書、

資料、刊行物等に記録されている個人情報 

２ 法令等（江別市情報公開条例を除く。）に個人情報の開示又は訂正に関する定めがある場合には、

その定めるところによる。 

３ 特定個人情報については、他の法令等に個人情報の開示に関して規定されている場合であっても、

この条例による開示を行うものとする。 

４ 第６条、第３章及び第４章の規定は、市の職員の人事、給与、服務、福利厚生その他これらに準

ずる事項に関する個人情報については、適用しない。 

第41条 削除 

（市長の調整） 

第42条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、他の実施機関との間で、

個人情報の保護に関し、報告を求め、又は助言をすることができる。 

（他の地方公共団体又は国との協力） 

第43条 市長は、この条例に基づく施策を実施するに当たり、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利

益を保護するため必要があると認めるときは、他の地方公共団体又は国の機関に対して、協力を求

めることができる。 

２ 市長は、個人情報の取扱いに係る個人の権利利益の保護を目的として他の地方公共団体又は国が

行う施策に協力することを求められたときは、その求めに応じるよう努めるものとする。 

（運用状況の公表） 

第44条 市長は、毎年１回、この条例の規定に基づく個人情報保護制度の各実施機関における運用状

況を取りまとめ、公表するものとする。 

（委任） 

第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。 

第８章 罰則 

第46条 実施機関の職員若しくは職員であった者、受託者において受託した業務に従事している者若

しくは従事していた者又は指定管理者において公の施設の管理の業務に従事している者若しくは従
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事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された公文書であって、

一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるよ

うに体系的に構成したもの（その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）を提供した

ときは、２年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 

第47条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た公文書に記録されている個人情報を自己若

しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲役又は50万円

以下の罰金に処する。 

第48条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘

密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録を収集したときは、１年

以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 

第49条 第34条の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す

る。 

第50条 法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同

じ。）の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人

又は人の業務に関して第46条又は第47条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人

又は人に対しても100万円以下の罰金刑を科する。 

２ 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟

行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関す

る法律の規定を準用する。 

第51条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、５万円以下

の過料に処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成14年６月１日から施行する。 

（江別市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例の廃止） 

２ 江別市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例（昭和61年条例第10号。以下「旧条例」

という。）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この条例の施行の際現に実施機関が行っている個人情報取扱事務については、第６条第１項中「開

始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「現に行っているときは、この条例の施行後速

やかに」とする。 

４ この条例の施行前に旧条例第10条又は第11条の規定により行われた個人情報の開示の請求又は訂

正若しくは削除の申出については、旧条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。 

５ 第33条第４項の規定により施行日以後最初に委嘱される委員の任期は、同条第５項の規定にかか

わらず、平成14年11月30日までとする。 

６ 附則第３項から前項までに掲げるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が

定める。 

附 則（平成17年６月29日条例第14号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成17年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

附 則（平成21年３月11日条例第２号） 

この条例は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年６月22日条例第24号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年２月28日条例第３号） 

この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年12月19日条例第35号） 

この条例は、平成26年４月１日から施行する。 
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附 則（平成27年９月30日条例第31号） 

この条例は、平成27年10月５日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

る日から施行する。 

(１) 第１条中江別市個人情報保護条例目次の改正規定（「第12条の２」を「第12条の３」に改め

る部分に限る。）、第８条第１項の改正規定、同条の次に１条を加える改正規定、第９条第２項

の改正規定及び第12条の２の次に１条を加える改正規定 平成28年１月１日 

(２) 第２条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成25年法律第27号）附則第１条第５号に掲げる規定の施行の日 

附 則（平成28年３月29日条例第７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の江別市情報公開条例及び江別市個人情報保護条例の規定は、この条例の

施行の日以後にされる不服申立てについて適用し、同日前にされた不服申立てについては、なお従

前の例による。 

附 則（平成29年３月30日条例第３号） 

この条例は、平成29年５月30日から施行する。 

附 則（令和３年10月１日条例第18号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年３月３日条例第１号） 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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○江別市情報公開条例 

平成14年３月29日条例第７号 

改正 

平成17年６月29日条例第13号 

平成25年２月28日条例第３号 

平成28年３月29日条例第７号 

令和４年３月３日条例第１号 

江別市情報公開条例 

江別市情報公開条例（平成８年条例第23号）の全部を改正する。 

目次 

第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 公文書の公開（第５条―第16条） 

第３章 情報公開の総合的な推進（第17条―第20条） 

第３章の２ 審査請求等（第21条―第21条の４） 

第４章 江別市情報公開審査会（第22条―第28条） 

第５章 補則（第29条―第34条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、住民自治の理念にのっとり、市民の市政に関する知る権利を尊重し、公文書の

公開を請求する市民の権利を明らかにするとともに、市政に関する情報の公開に関して必要な事項

を定め、もって市政について市民に説明する市の責任が全うされるようにし、かつ、市民の市政参

加を一層推進することによって、公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 実施機関 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、

固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、病院事業管理者及び消防長をいう。 

(２) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電

磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作

られた記録をいう。以下同じ。）であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、

当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定

多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。 

（実施機関の責務） 

第３条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を請求する市民の権利を

十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をし

なければならない。 

（利用者の責務） 

第４条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に

即した適正な請求をするよう努めるとともに、公文書の公開により得た情報を適正に利用しなけれ

ばならない。 

第２章 公文書の公開 

（公文書の公開請求権者） 

第５条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して公文書の公開を請求することが

できる。 

（公開請求の手続） 

第６条 前条の規定による公文書の公開の請求（以下「公開請求」という。）をしようとするものは、

次に掲げる事項を記載した請求書（以下「公開請求書」という。）を実施機関に提出しなければな

らない。 

(１) 公開請求をするものの氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代

表者の氏名 
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(２) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項 

２ 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの（以下「公

開請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合に

おいて、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければなら

ない。 

（実施機関の公開義務） 

第７条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報（以

下「非公開情報」という。）のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公

文書を公開しなければならない。 

(１) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、特定の個

人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することが

できることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることに

より、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

ア 法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定され

ている情報 

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情

報 

ウ 公務員等（行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成11年法律第42号）第５条第１

号ハに規定する公務員等をいう。）の職務の遂行に係る情報（当該情報が当該公務員等の思想

信条に係るものである場合で、公にすることにより、当該公務員等の個人としての正当な権利

を害するおそれがあるときは、当該公務員等の職、氏名その他当該公務員等を識別することが

できることとなる記述等の部分を除く。） 

(２) 法人その他の団体（国、独立行政法人等（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法

律（平成13年法律第140号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）、地方

公共団体及び地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第２条第１項に規

定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）を除く。以下「法人等」という。）に関する情報

又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健

康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。 

ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれがあるもの 

イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、当該条件

を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの 

(３) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の

捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報 

(４) 市並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間に

おける審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若し

くは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又

は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 

(５) 市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事

業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性

質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は

違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ 

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若し

くは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ 

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ 

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 

オ 独立行政法人等、市若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る

事務に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ 

(６) 法令若しくは他の条例の定めるところにより又は実施機関が法令上従う義務を負う国等の機
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関の指示により、公にすることができないと認められる情報 

（公文書の一部公開） 

第８条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非

公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、当該非公開情報に係る部分以外の

部分を公開しなければならない。ただし、当該非公開情報に係る部分を区分して除くことにより公

開請求の趣旨が損なわれることが明らかであるときは、この限りでない。 

２ 公開請求に係る公文書に前条第１号の情報（特定の個人を識別することができるものに限る。）

が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別する

ことができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても個人の権利利益が害されるお

それがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなし

て、前項の規定を適用する。 

（公益上の理由による裁量的公開） 

第９条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報（第７条第６号に該当する情報を除く。）

が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当

該公文書を公開することができる。 

（公文書の存否に関する情報） 

第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公

開することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで公開請求を拒否することができる。 

２ 実施機関は、前項の規定により公開請求を拒否したときは、その旨を江別市情報公開審査会に報

告しなければならない。 

（公開請求に対する決定等） 

第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、

公開請求者に対し、その旨並びに公開する日時及び場所を書面により通知しなければならない。 

２ 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき（公開請求に係る公文書を保有して

いないときを含む。）は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知

しなければならない。 

３ 実施機関は、前条第１項の規定により公開請求を拒否するときは、公開請求を拒否する旨の決定

をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

４ 第１項又は第２項の規定により公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開しない旨の決定（当

該公文書を保有していないときの決定を除く。）をした場合において、当該公文書の全部又は一部

についての公開が可能となる時期が明らかであるときは、実施機関は、その旨をこれらの規定によ

る書面に付記しなければならない。 

（公開決定等の期限） 

第12条 前条第１項から第３項までの決定（以下「公開決定等」という。）は、公開請求があった日

の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第６条第２項の規定により補正を求

めた場合にあっては、その補正に要した日数は、この期間には算入しない。 

２ 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができな

いときは、公開決定等をすべき期間を、同項に規定する期間の満了する日の翌日から起算して30日

を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、公開請求者に対

し、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 

３ 公開請求者は、実施機関が第１項に規定する期間の満了する日の翌日から起算して30日を経過し

た後においても、公開請求に係る公文書の全部又は一部について公開決定等をしないときは、当該

公開決定等がされていない公文書を公開しない旨の決定があったものとみなすことができる。 

（第三者保護に関する手続） 

第13条 公開請求に係る公文書に市並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政

法人並びに公開請求者以外のもの（以下この条、第21条の２第１項及び第３項並びに第21条の３第

２項において「第三者」という。）に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定

等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、意見を述べる機会を与えることができる。 

２ 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第１項の決定（以下「公開決定」と

いう。）に先立ち、第三者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該第三
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者の所在が判明しない場合は、この限りでない。 

(１) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が

第７条第１号イ又は同条第２号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。 

(２) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第９条の規定により公開しようとするとき。 

３ 実施機関は、前２項の規定により意見を述べる機会を与えられた第三者がその公文書の公開に反

対の意思を示した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開する日との間に少な

くとも２週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該

第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開する日を書面により通知しなければなら

ない。 

（公文書の公開の方法） 

第14条 公文書の公開は、文書、図画、写真又はフィルムについては閲覧又は写しの交付により、電

磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を考慮して実施機関が定める方法により行う。 

２ 実施機関は、前項の規定により公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付する場合において、

当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当

該公文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。 

（費用の負担） 

第15条 この条例の規定に基づく公開請求に係る手数料は、徴収しない。 

２ 前条の規定により公文書（これを複写したものを含む。）の写しの交付を受けるものは、その写

しの交付に要する費用を負担しなければならない。 

（他の制度との調整等） 

第16条 この章の規定は、法令、他の条例その他の規程に定めるところにより、閲覧若しくは縦覧又

は謄本、抄本その他の写しの交付の手続が定められている公文書については、適用しない。 

２ この章の規定は、図書館その他の市の施設において一般の利用に供することを目的として管理し

ている公文書については、適用しない。 

第３章 情報公開の総合的な推進 

（情報提供施策の充実） 

第17条 市は、市民が必要とする情報を的確に把握し、積極的に提供するよう、情報提供施策の充実

に努めるものとする。 

２ 前項の場合において、市は、基本的な政策等の形成過程における公正を確保し、かつ、透明性の

向上を図るため、策定しようとする政策等の趣旨、目的及び内容その他の情報を広く市民に対して

提供し、又は公表するよう努めるものとする。 

（会議の公開） 

第18条 実施機関に置く附属機関及びこれに類する合議体の会議は、これを公開するものとする。た

だし、次の各号に掲げる場合であって、当該実施機関に置く附属機関又はこれに類する合議体がそ

の会議の全部又は一部を公開しない旨の決定をしたときは、この限りではない。 

(１) 非公開情報に該当する事項を審議する場合 

(２) 会議を公開することにより、当該会議の公正かつ円滑な運営に支障が生ずるおそれがある場

合 

（出資団体等の情報公開） 

第19条 市が出資又は補助その他の財政的援助を行っている団体であって規則で定めるもの（以下「出

資団体等」という。）は、経営状況を説明する文書その他のその保有する文書（次条第１項に該当

する文書を除く。）の公開に努めるものとする。 

２ 実施機関は、出資団体等が保有する文書であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、写

しの交付等の申出があったときは、当該出資団体等に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求

めるものとする。 

３ 前項の規定により出資団体等に対して提出を求める文書の範囲その他必要な事項については、実

施機関が定める。 

（指定管理者の情報公開） 

第20条 指定管理者（地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項に規定する指定管理者を

いう。以下同じ。）は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第１項に規定する
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公の施設に関するものの公開に努めるものとする。 

２ 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、

写しの交付等の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう

求めるものとする。 

３ 前２項の文書の範囲その他これらの規定による文書の公開及び提出に関し必要な事項については、

実施機関が定める。 

第３章の２ 審査請求等 

（審理員による審理手続に関する規定の適用除外） 

第21条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法（平成26

年法律第68号）第９条第１項ただし書の規定により、同項本文の規定は、適用しない。 

（審査請求に対する諮問等） 

第21条の２ 前条に規定する審査請求があったときは、当該審査請求に係る審査庁は、次に掲げる場

合を除き、速やかに、江別市情報公開審査会に諮問しなければならない。 

(１) 審査請求が不適法であり、却下するとき。 

(２) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする

とき。ただし、当該公文書の公開について、第三者から反対の意思が示されているときを除く。 

２ 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第９条第３項の規定により読み替えて適用する同法第

29条第２項の弁明書及び同法第30条第１項に規定する反論書並びに参加人意見書の写し（反論書及

び参加人意見書の写しにあっては、提出があった場合に限る。）を添えてしなければならない。 

３ 第１項の規定により諮問をした審査庁（以下「諮問庁」という。）は、次に掲げる者に対し、諮

問をした旨を通知しなければならない。 

(１) 審査請求人及び参加人 

(２) 公開請求者（公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

(３) 当該審査請求に係る公開決定等について、公開に反対の意思を示した第三者（当該第三者が

審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

（審査請求に対する裁決） 

第21条の３ 諮問庁は、審査請求について裁決をする場合は、その諮問に対する江別市情報公開審査

会の答申を尊重しなければならない。 

２ 諮問庁が、第三者に関する情報が記録されている公文書の公開決定等に係る審査請求について、

次の各号のいずれかに該当する裁決をした場合において、実施機関が当該裁決に基づき公文書の公

開をしようとするときは、当該裁決の日と公開する日との間に少なくとも２週間を置かなければな

らない。この場合において、実施機関は、直ちに当該第三者に対し、公開する旨及びその理由並び

に公開する日を書面により通知しなければならない。 

(１) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 

(２) 審査請求に係る公開決定等（公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。）を

変更し、当該公開決定等に係る公文書を公開する旨の裁決（第三者である参加人が当該公文書の

公開に反対の意思を示している場合に限る。） 

（交付の求めに係る手数料） 

第21条の４ 前条の審査請求において、行政不服審査法第９条第３項の規定により読み替えて適用す

る同法第38条第１項の規定による交付を受ける者は、江別市行政不服審査条例（平成28年条例第６

号）第８条第１項の規定にかかわらず、交付を受ける用紙１枚につき10円（カラーで複写され、又

は出力された用紙にあっては50円）を手数料として納付しなければならない。この場合において、

両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を１枚として手数料の額を算定する。 

２ 市長は、前項の交付を受ける者が、経済的困難その他特別の理由により、手数料を納付する資力

がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。 

３ 前２項の規定は、審査請求人又は参加人が江別市情報公開審査会に対し、当該審査会に提出され

た意見書若しくは資料の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求める場合

に準用する。 

第４章 江別市情報公開審査会 

（設置等） 
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第22条 この条例の規定によりその権限に属することとされた事項を処理するほか、情報公開制度に

係る重要事項を調査審議するため、江別市情報公開審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

２ 審査会は、必要があると認めるときは、情報公開制度の運用又は情報公開制度に関連する事項に

関し、実施機関に意見を述べることができる。 

３ 審査会は、委員５人以内で組織する。 

４ 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。 

５ 委員の任期は、２年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。ただし、再任を妨げない。 

６ 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審査会に臨時委員を置くことができる。 

（秘密の保持） 

第23条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

（審査会の調査権限） 

第24条 審査会は、第16条第１項の規定により諮問を受けた事項を調査審議するため必要があると認

めるときは、実施機関（審査請求のあった公開決定等に係る実施機関に限る。以下この条において

同じ。）に対し、当該公開決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、

何人も、審査会に対し、その提示された公文書の閲覧又は写しの交付を求めることができない。 

２ 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。 

３ 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、審査請求のあった公開決定等に係る公

文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成

し、審査会に提出するよう求めることができる。 

４ 第１項及び前項に規定するもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参

加人又は実施機関（以下「審査請求人等」という。）に意見書又は資料の提出を求めること、適当

と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。 

（意見の陳述等） 

第25条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に意見を述べる機会

を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。 

２ 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出

頭することができる。 

（提出資料の閲覧等） 

第26条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付

（電磁的記録にあっては、電磁的記録に記録された事項を記載した書面の閲覧又は交付）を求める

ことができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときそ

の他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。 

２ 審査会は、前項の規定による閲覧又は交付について、その日時及び場所を指定することができる。 

（答申書の送付等） 

第27条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付す

るとともに、答申の内容を公表するものとする。 

（規則への委任） 

第28条 この章に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

第５章 補則 

（公文書の適正な管理） 

第29条 実施機関は、情報公開制度の適切かつ円滑な運用に資するため、公文書の分類、作成、保存

及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めを設け、これに基づ

き公文書を適正に管理しなければならない。 

（公開請求をしようとするものに対する情報の提供等） 

第30条 実施機関は、公開請求をしようとするものが容易かつ的確に公開請求をすることができるよ

う、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとするもの

の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。 

（実施状況の公表） 

第31条 市長は、毎年度１回、各実施機関の公文書の公開等についての実施状況を取りまとめ、これ
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を公表するものとする。 

（市長の調整） 

第32条 市長は、この条例による情報公開制度の円滑かつ統一的な実施を図るうえで必要があると認

めるときは、他の実施機関に対し、報告を求め、又は助言することができる。 

（委任） 

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。 

（罰則） 

第34条 第23条の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成14年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際この条例による改正前の江別市情報公開条例（以下「改正前の条例」という。）

第６条の規定により現にされている公文書の公開請求は、この条例による改正後の江別市情報公開

条例（以下「改正後の条例」という。）第６条第１項の規定による公開請求とみなす。 

３ この条例の施行の際現にされている改正前の条例第13条に規定する行政不服審査法の規定に基づ

く不服申立ては、改正後の条例第16条第１項に規定する同法に基づく不服申立てとみなす。 

４ 前２項に規定するもののほか、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に改正前の条

例の規定によりした処分、手続その他の行為は、改正後の条例中にこれに相当する規定がある場合

には、当該相当する規定によりしたものとみなす。 

５ 改正前の条例第14条第１項の規定により置かれた江別市情報公開審査会（以下「旧審査会」とい

う。）は、改正後の条例第22条第１項の規定により置かれた審査会となり、同一性をもって存続す

るものとする。 

６ この条例の施行の際現に改正前の条例第14条第３項の規定により委嘱された旧審査会の委員であ

る者は、施行日に、改正後の条例第22条第４項の規定により、審査会の委員に委嘱されたものとみ

なす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる委員の任期は、同条第５項の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

７ 前項に規定する者を除き、改正後の条例第22条第４項の規定により施行日以後最初に委嘱される

委員の任期は、同条第５項の規定にかかわらず、平成14年11月30日までとする。 

８ 附則第２項から前項までに掲げるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が

定める。 

附 則（平成17年６月29日条例第13号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成17年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

附 則（平成25年２月28日条例第３号） 

この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月29日条例第７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の江別市情報公開条例及び江別市個人情報保護条例の規定は、この条例の

施行の日以後にされる不服申立てについて適用し、同日前にされた不服申立てについては、なお従

前の例による。 

附 則（令和４年３月３日条例第１号） 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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